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たてばやし

いたくらん ぽんちゃん



　 　
平
成
29
年
11
月
24
日
、
板
倉
町
中
央
公

民
館
大
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
９
回
合
併

協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
は
じ
め
に
、
前
回
の
合
併
協
議
会
で
協

議
（
事
前
説
明
）
が
行
わ
れ
た
４
議
案
に

用語の説明
「審議事項」…会長から提案し、合併協議会で審議・決定するものです。例：「議案第○号」
　なお、継続的な審議が必要な場合は「継続審議事項」として、次回以降も引き続き審議を
行います。
「協議事項」…審議事項とする前に、事務局からの事前説明を行い、次回以降の合併協議会
で審議・決定するものです。例：「協議第○号」

第９回合併協議会で審議及び協議された内容 第
９
回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
、
４
議
案
の
審
議
、
８
議
案
の

協
議
（
事
前
説
明
）
が
行
わ
れ
ま
し
たつ

い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
次
に
、
第
２
回
合
併
協
議
会
で
協
議
が

行
わ
れ
た
「
新
市
の
名
称
」
及
び
「
新
市

の
事
務
所
の
位
置
」
の
２
議
案
つ
い
て
再

度
事
前
説
明
が
あ
っ
た
ほ
か
、「
電
算
シ
ス

テ
ム
事
業
」
や
「
広
聴
広
報
関
係
事
業
」

な
ど
６
議
案
に
つ
い
て
、
次
回
以
降
の
審

議
に
向
け
た
協
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
事
務
局
か
ら
説
明
さ
れ
た
内
容
と
各
委

員
か
ら
の
質
疑
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
概

要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

協 議 事 項

国
内
・
国
際
交
流
事
業
に
つ
い
て

議
案
第
27
号

審 議 事 項

議案第　号29 【合併協定項目　－　】ごみ収集運搬業務事業について23 16

議案第　号30 【合併協定項目　－　】環境対策事業について23 17

協議第　号４ 【合併協定項目　４　】新市の事務所の位置について（継続協議）

協議第　号31 【合併協定項目　－　】納税関係事業について23 ５

協議第　号29 【合併協定項目　－　】電算システム事業について23 ２

協議第　号32 【合併協定項目　－　】文化・スポーツ振興事業について23 25

協議第　号33 【合併協定項目　－　】生涯学習事業について23 27

協議第　号34 【合併協定項目　－　】男女共同参画事業について23 28

→
原
案
の
と
お
り
可
決
と
な
り
ま
し
た

◆
国
内
交
流
事
業

　
館
林
市
は
、
沖
縄
県
名
護
市
と
の
友
好

都
市
、
山
形
県
天
童
市
と
の
観
光
物
産
等

相
互
交
流
協
定
及
び
山
形
県
上か

み
の
や
ま山

市し

と
の

ス
ポ
ー
ツ
交
流
協
定
を
締
結
し
て
お
り
、

板
倉
町
は
、
新
潟
県
上
越
市
と
の
姉
妹
都

市
を
締
結
し
て
い
る
た
め
、
国
内
交
流
事

業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

お
い
て
継
続
し
ま
す
。

◆
国
際
交
流
事
業

　
館
林
市
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
サ
ン

シ
ャ
イ
ン
コ
ー
ス
ト
市
と
の
姉
妹
都
市
及

び
中
華
人
民
共
和
国
の
昆こ

ん

山ざ
ん

市し

と
の
友
好

都
市
を
締
結
し
て
い
る
た
め
、
国
際
交
流

事
業
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り

合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

協議第　号３ 【合併協定項目　　　】新市の名称について（継続協議）３

◆
人
権
啓
発
事
業

　
館
林
市
は
、
人
権
尊
重
都
市
宣
言
を
す

る
と
と
も
に
、
館
林
市
人
権
教
育
・
啓
発

に
関
す
る
基
本
計
画
を
策
定
し
、
講
演
会

・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
や
人
権
擁
護
委
員
と

連
携
し
て
人
権
尊
重
の
理
念
を
広
く
市
民

に
啓
発
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
板
倉
町
は
、
人
権
擁
護
委
員
と
連
携
し

て
人
権
に
つ
い
て
の
啓
発
活
動
を
実
施
し
、

人
権
尊
重
の
理
念
を
広
く
町
民
に
啓
発
し

て
い
ま
す
。

　
人
権
教
育
・
啓
発
に
関
す
る
基
本
計
画

に
つ
い
て
は
、
館
林
市
の
み
策
定
し
て
い

る
た
め
、
合
併
時
は
館
林
市
の
計
画
を
そ

の
ま
ま
新
市
に
適
用
し
、
合
併
後
、
新
市

に
お
い
て
速
や
か
に
策
定
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
人
権
尊
重
都
市
宣
言
に
つ
い

て
は
、
合
併
協
定
項
目
19
「
慣
行
の
取
扱

い
」
に
お
い
て
調
整
し
ま
す
。

◆
人
権
教
育
の
推
進

　
両
市
町
で
は
、
人
権
教
育
の
推
進
に
か

か
る
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
が
、
計
画

策
定
体
制
や
事
業
内
容
が
異
な
る
た
め
、

人
権
推
進
事
業
に
つ
い
て

議
案
第
28
号

→
原
案
の
と
お
り
可
決
と
な
り
ま
し
た

議案第　号28 【合併協定項目　　　】人権推進事業について－23 ４

議案第　号27 【合併協定項目　－　】国内・国際交流事業について23 １

協議第　号30 【合併協定項目　　　】広聴広報関係事業について－23 ３

ご
み
収
集
運
搬
業
務
事
業
に
つ
い
て

議
案
第
29
号

→
原
案
の
と
お
り
可
決
と
な
り
ま
し
た

◆
ご
み
収
集
運
搬
に
関
す
る
こ
と

　
両
市
町
で
は
、
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を

巡
回
し
、
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
た
燃
や
せ

る
ご
み
や
燃
や
せ
な
い
ご
み
、
資
源
物
を

収
集
運
搬
す
る
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

収
集
休
業
日
や
収
集
時
間
が
異
な
る
た
め
、

館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

合
併
時
は
現
行

の
と
お
り
と
し
、

合
併
後
に
再
編

し
ま
す
。委

員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　
ご
み
収
集
運
搬
業
務
は
広
域
化
さ

れ
、
明
和
町
も
含
め
た
１
市
２
町
で

業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
経
費
の

削
減
を
進
め
る
た
め
に
、
将
来
的
に

収
集
運
搬
業
者
を
統
一
す
る
の
で

し
ょ
う
か
。

専
門
部
会
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

　
ご
み
の
収
集
回
数
や
分
別
方
法
が

異
な
る
た
め
、
各
自
治
体
が
業
者
を

選
定
の
う
え
契
約
し
て
い
ま
す
。
合

併
後
、
面
積
が
広
が
り
ま
す
の
で
、

１
社
に
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
経
費
削
減
の
方
法
を

検
討
し
た
い
と
考
え
ま
す
。

◆
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画

　
両
市
町
で
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本

計
画
及
び
一
般
廃
棄
物
処
理
実
施
計
画
を

策
定
し
て
い
ま
す
。

　
一
般
廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合

併
後
に
再
編
し
ま
す
。
ま
た
、
一
般
廃
棄

物
処
理
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

に
再
編
し
ま
す
。

環
境
対
策
事
業
に
つ
い
て

議
案
第
30
号

→
原
案
の
と
お
り
可
決
と
な
り
ま
し
た

◆
環
境
基
本
計
画

　
館
林
市
は
、
良
好
で
快
適
な
環
境
の
保

全
を
図
る
た
め
に
、
環
境
基
本
計
画
を
策

定
し
て
い
ま
す
。
合
併
時
は
館
林
市
の
計

画
を
そ
の
ま
ま
新
市
に
適
用
し
、
合
併
後
、

新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
策
定
し
ま
す
。

◆
環
境
美
化
事
業

　
両
市
町
で
は
、
環
境
美
化
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
が
、
実
施
す
る
事
業
が
異
な

る
た
め
、
合
併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、

合
併
後
に
再
編
し
ま
す
。

◆
斎
場

　
館
林
市
は
、
火
葬
炉
や
待
合
室
、 

式
場

な
ど
の
設
備
を
設
け
、
斎
場
を
運
営
し
て

い
る
た
め
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時

に
統
合
し
ま
す
。

◆
渡
良
瀬
遊
水
地
の
保
全
及
び
利
活
用
に

　関
す
る
こ
と

　
板
倉
町
は
、
渡
良
瀬
遊
水
地
に
関
連
す

る
各
種
協
議
会
な
ど
に
加
盟
し
、
遊
水
地

の
賢
明
な
利
活
用
や
地
域
振
興
に
取
り
組

ん
で
い
る
た
め
、
渡
良
瀬
遊
水
地
の
保
全

及
び
利
活
用
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

板
倉
町
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

新
市
の
名
称
に
つ
い
て
（
継
続

協
議
）

協
議
第
３
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　
新
市
の
名
称
は
、
合
併
協
定
項
目
の
中

で
も
重
要
な
項
目
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平

成
28
年
９
月
に
開
催
さ
れ
た
第
２
回
合
併

協
議
会
に
お
い
て
、
協
議
事
項
と
し
て
事

務
局
か
ら
事
前
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、

時
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
や
委
員
の
交

代
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
継
続
協
議
事

項
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
事
務
局
よ
り
説

明
が
あ
り
、
そ
の
後
、
意
見
交
換
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

◆
ご
み
減
量
化
器
具
購
入
費
助
成
金

　
館
林
市
は
、
生
ご
み
処
理
器
具
を
購
入

す
る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

ご
み
減
量
化
器
具
購
入
費
助
成
金
に
つ
い

て
は
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統

合
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
指
定
店
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
し
ま
す
。



委
員
か
ら
の
意
見
（
要
旨
）

■
商
品
を
販
売
す
る
う
え
で
は
知
名

度
が
非
常
に
重
要
で
あ
り
、「
館
林
市
」

は
「
暑
い
ま
ち
」
と
い
う
こ
と
で
も

全
国
的
に
有
名
で
す
。
ま
た
、
看
板

や
標
識
な
ど
を
新
し
く
す
る
こ
と
は

多
額
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

「
館
林
市
」
を
希
望
し
ま
す
。

■
全
国
の
物
産
会
に
参
加
し
て
も

「
館
林
市
」
の
知
名
度
の
高
さ
を
感

じ
ま
す
。「
邑
楽
郡
板
倉
町
」
で
は
分

か
っ
て
も
ら
え
な
い
の
が
現
状
で
す
。

ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
会
合
に
出
席
し

て
も
、
新
市
の
名
称
は
「
館
林
市
」

新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い

て
（
継
続
協
議
）

協
議
第
４
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　新
市
の
事
務
所
の
位
置
は
、
合
併
協
定

項
目
の
中
で
も
重
要
な
項
目
と
さ
れ
て
い

る
た
め
、
新
市
の
名
称
と
同
様
に
あ
ら
た

め
て
事
務
局
か
ら
説
明
が
あ
り
、
そ
の
後
、

意
見
交
換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　編
入
合
併
の
場
合
に
は
、
新
市
の
事
務

所
の
位
置
は
編
入
す
る
市
の
事
務
所
の
位

置
と
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
平
成
の

大
合
併
に
お
け
る
県
内
の
事
例
で
も
、
編

入
合
併
し
た
全
て
の
市
が
編
入
す
る
市
の

事
務
所
の
位
置
を
新
市
の
事
務
所
の
位
置

と
し
て
い
ま
す
。

委
員
か
ら
の
意
見
（
要
旨
）

　
国
や
県
の
機
関
は
全
て
館
林
市
役

所
か
ら
５
㎞
圏
内
に
位
置
し
て
い
ま

す
の
で
、
事
務
所
の
位
置
と
し
て
は

館
林
市
役
所
に
置
く
の
が
適
当
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
板
倉
町

民
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い

よ
う
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
検
討
を
お
願

い
し
ま
す
。

電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て

協
議
第
29
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　両
市
町
の
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い

て
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

◆
電
算
シ
ス
テ
ム
事
業

　両
市
町
で
は
、
職
務
能
率
を
向
上
さ
せ

る
こ
と
で
、
よ
り
良
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
た
め
に
電
算
シ
ス
テ
ム
を
導
入

し
て
い
ま
す
。
多
く
の
シ
ス
テ
ム
は
共
通

し
て
い
ま
す
が
、
一
部
の
シ
ス
テ
ム
に
つ

い
て
は
、
導
入
シ
ス
テ
ム
が
違
う
も
の
や

一
方
の
み
導
入
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
が
あ

り
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　電
算
シ
ス
テ
ム
事
業
に
つ
い
て
は
、
両

市
町
で
共
通
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
は
館
林

市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
が
、

導
入
シ
ス
テ
ム
が
違
う
も
の
や
一
方
の
み

導
入
し
て
い
る
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
は
、
今
後

調
整
し
合
併
時
ま
で
に

統
合
し
ま
す
。

　前
回
の
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
合
併

の
方
式
が
「
編
入
合
併
」
に
決
定
し
ま
し

た
。
編
入
合
併
の
場
合
に
は
、
編
入
す
る

自
治
体
の
法
人
格
の
み
存
続
す
る
た
め
、

新
市
の
名
称
は
編
入
す
る
市
の
名
称
と
す

る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
平
成
の
大
合
併

に
お
け
る
県
内
の
事
例
で
も
、
編
入
合
併

し
た
全
て
の
市
が
編
入
す
る
市
の
名
称
を

新
市
の
名
称
と
し
て
い
ま
す
。

と
い
う
意
見
が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

■
日
ご
ろ
か
ら
自
分
の
郷
土
を
説
明

す
る
と
き
は
、「
館
林
市
の
隣
の
町
」

と
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た

こ
と
か
ら
も
、「
館
林
市
」
の
方
が
分

か
り
や
す
く
て
よ
い
と
考
え
ま
す
。

専
門
部
会
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　
住
民
情
報
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
管
理

は
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　
最
近
問
題
と
な
っ
て
い
る
空
き
家

に
つ
い
て
は
、
合
併
ま
で
に
調
査
す

る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
住
民
情

報
か
ら
シ
ス
テ
ム
化
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　
広
報
紙
の
発
行
回
数
に
つ
い
て
は
、

月
１
回
で
よ
い
と
い
う
意
見
と
月
２

回
の
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
が
あ
り

ま
す
。
板
倉
町
は
月
１
回
の
発
行
で

す
が
、
以
前
か
ら
月
１
回
な
の
で

し
ょ
う
か
。
ま
た
、
月
１
回
の
発
行

で
不
都
合
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　
住
民
情
報
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
に

つ
い
て
は
、
両
市
町
と
も
に
桐
生
市

に
所
在
す
る
業
者
に
委
託
し
て
管
理

を
行
っ
て
い
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

　
館
林
市
で
は
、
既
に
条
例
を
制
定

し
協
議
会
を
立
ち
上
げ
る
な
ど
、
空

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
の
統
合
は
、

契
約
年
数
な
ど
に
よ
り
違
約
金
が
発

生
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
具
体
的

な
調
整
は
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

広
聴
広
報
関
係
事
業
に
つ
い
て

協
議
第
30
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　
両
市
町
の
広
報
事
業
及
び
広
聴
事
業
の

２
項
目
に
つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ

う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
広
報
事
業

　
両
市
町
で
は
、
市
政
・
町
政
の
発
信
媒

体
と
し
て
、
広
報
紙
の
発
行
や
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。
広

報
紙
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
館
林
市
は
毎

月
２
回
（
１
月
と
８
月
は
１
回
）
発
行
し

て
い
ま
す
が
、
板
倉
町
は
月
１
回
発
行
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
つ
い
て
は
、
更
新
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
広
報
紙
の
発
行
に
つ
い
て
は
、
館
林
市

の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。
た

だ
し
、
発
行
回
数
の
増
加
に
伴
う
配
布
に

つ
い
て
は
、
行
政
区
の
理
解
を
得
な
が
ら

行
い
ま
す
。
ま
た
、
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
つ
い
て
は
、
更
新
方
法
は
板
倉
町
の
例

に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
が
、
合
併

後
、
新
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
し
て
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
し
た
う
え
で
公
開
し
ま
す
。

　
板
倉
町
は
昔
か
ら
月
１
回
の
発
行

専
門
部
会
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

き
家
に
対
す
る
取
り
組
み
を
開
始
し

て
お
り
、
板
倉
町
で
も
、
平
成
29
年

12
月
議
会
で
条
例
を
制
定
す
る
予
定

で
す
。
ま
た
、
空
き
家
に
関
し
て
は
、

個
人
情
報
で
あ
る
た
め
、
単
純
に
課

税
情
報
か
ら
シ
ス
テ
ム
化
す
る
こ
と

は
困
難
で
す
が
、
職
員
が
目
で
見
て

確
認
す
る
な
ど
の
方
法
で
情
報
収
集

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
提
案
し
て
い
る
内
容
は
、
シ

ス
テ
ム
を
統
合
す
る
た
め
の
大
き
な

方
向
性
を
調
整
し
た
結
果
で
す
。
具

体
的
な
調
整
に
つ
き
ま
し
て
は
、
合

併
す
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
時
点

で
行
い
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）



納
税
関
係
事
業
に
つ
い
て

協
議
第
31
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　
両
市
町
の
コ
ン
ビ
ニ
納
付
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
の
４
項
目
に
つ
い
て
、

事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。

◆
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　
館
林
市
は
、
納
付
環
境
の
充
実
や
納
税

者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
市
税

及
び
国
民
健
康
保
険
税
の
コ
ン
ビ
ニ
納
付

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
コ
ン
ビ
ニ
納
付
に
つ
い
て
は
、
館
林
市

の
み
実
施
し
て
い
る
た
め
、
館
林
市
の
例

に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

◆
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

　
館
林
市
は
、
市
税
の
確
保
を
図
る
と
と

も
に
、
税
負
担
の
公
平
性
を
維
持
す
る
た

め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

サ
イ
ト
を
利
用
し
た
差
押
財
産
の
公
売
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
つ
い
て
は
、

館
林
市
の
み
実
施
し
て
い
る
た
め
、
館
林

市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

◆
督
促
手
数
料

　
板
倉
町
は
、
町
税
及
び
国
民
健
康
保
険

税
の
督
促
状
に
つ
い
て
、
一
通
あ
た
り
50

円
の
督
促
手
数
料
を
徴
収
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
督
促
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
県
内
の
市

で
は
徴
収
し
て
お
ら
ず
、
町
村
で
徴
収
し

て
い
る
の
は
板
倉

町
も
含
め
４
町
村

の
み
で
あ
る
た
め
、

合
併
時
に
廃
止
し

ま
す
。

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　新
市
で
発
行
す
る
督
促
状
は
約

５
万
通
と
な
り
ま
す
が
、
手
数
料
を

廃
止
す
る
こ
と
は
財
政
的
に
問
題
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。

◆
標
識
弁
償
金

　
板
倉
町
は
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小

型
特
殊
自
動
車
の
廃
車
に
よ
る
標
識
（
ナ

ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
）
返
納
を
受
け
付
け
る

際
に
、
毀き

損そ
ん

や
紛
失
な
ど
に
よ
り
標
識
を

返
却
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
件
に
つ
き

◆
広
聴
事
業

　
両
市
町
で
は
、
広
聴
事
業
と
し
て
次
の

３
つ
の
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
目
的
な
ど
は
同
様
で
す
が
、
事
務
取

扱
い
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

陳
情
要
望

　→
　住
民
団
体
な
ど
か
ら
の

陳
情
や
請
願
な
ど
を
受
け
付
け
、
書
面

で
の
回
答
や
懇
談
な
ど
を
実
施
す
る
も
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

　→
　基
本
的
な

政
策
な
ど
を
策
定
す
る
際
に
、
目
的
や

内
容
を
広
く
公
表
し
、
住
民
な
ど
か
ら

の
意
見
や
提
案
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、

①②

　
館
林
市
の
督
促
状
約
４
万
５
千
通

に
つ
い
て
は
、
手
数
料
を
徴
収
し
て

い
ま
せ
ん
の
で
、
新
市
と
し
て
も
問

題
な
い
と
考
え
ま
す
。

専
門
部
会
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

で
す
。
市
や
人
口
が
多
い
町
は
月
２

回
の
発
行
が
一
般
的
で
あ
り
、
情
報

量
の
多
さ
や
ど
れ
だ
け
き
め
細
か
く

情
報
を
提
供
す
る
か
と
い
っ
た
点
な

ど
か
ら
発
行
回
数
を
決
め
る
も
の
と

考
え
ま
す
。

③
寄
せ
ら
れ
た
意
見
な
ど
に
対
す
る
考
え

方
を
公
表
す
る
も
の

住
民
の
声

　→
　住
民
か
ら
の
意
見
や
要

望
、
苦
情
な
ど
に
つ
い
て
対
応
す
る
も
の
　

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
陳
情
要
望
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に

つ
い
て
は
、
事
務
取
扱
い
方
法
が
異
な
る

た
め
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統

合
し
ま
す
。
ま
た
、
住
民
の
声
に
つ
い
て

は
、
館
林
市
の
み
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て

い
る
た
め
、
館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時

に
統
合
し
ま
す
。

◆
文
化
財
の
保
護
と
管
理
に
関
す
る
こ
と

　
館
林
市
指
定
文
化
財
は
35
件
あ
り
、
月

１
回
程
度
の
巡
回
・
状
況
把
握
を
実
施
す

る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
除
草
や
修

繕
な
ど
の
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
板
倉
町
指
定
文
化
財
は
58
件
あ
り
、
県

文
化
財
保
護
指
導
員
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
文
化
財
の
所
有

者
な
ど
と
管
理
委
託
契
約
を
締
結
し
、
文

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　
板
倉
町
の
文
化
財
管
理
委
託
事
業

は
何
名
対
象
者
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
文
化
財
は
58
件
あ
り
ま
す
が
、
委

託
対
象
者
は
48
名
で
す
。

専
門
部
会
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

◆
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画

　
館
林
市
は
、
地
域
や
学
校
、
企
業
、
関

係
団
体
な
ど
全
て
の
人
た
ち
が
生
涯
を
通

じ
て
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ
を
親
し
め
る
生
涯

ス
ポ
ー
ツ
社
会
の
実
現
を
目
指
す
た
め
、

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興

計
画
を
策
定
し
て
い

ま
す
。

生
涯
学
習
事
業
に
つ
い
て

協
議
第
33
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　
両
市
町
の
社
会
教
育
関
係
団
体
の
支
援

及
び
連
絡
調
整
や
成
人
式
な
ど
４
項
目
に

つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
説
明

が
あ
り
ま
し
た
。

◆
社
会
教
育
関
係
団
体
の
支
援
及
び
連
絡

　調
整

　
両
市
町
で
は
、
各
種
団
体
が
主
体
的
な

活
動
が
で
き
る
よ
う
に
、
助
成
や
指
導
、

助
言
な
ど
の
支
援
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
社
会
教
育
関
係
団
体
の
支
援
及
び
連
絡

調
整
に
つ
い
て
は
、
団
体
の
形
態
や
組
織
、

補
助
対
象
と
な
る
団
体
が
異
な
る
た
め
、

館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　
社
会
教
育
関
係
団
体
の
例
示
に
つ

い
て
、
市
で
は
寿
連
合
会
、
町
で
は

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
生
涯
学
習
と
い
う
考
え

方
か
ら
、
例
示
に
加
え
る
べ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
に

つ
い
て

協
議
第
32
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　
両
市
町
の
文
化
財
の
保
護
と
管
理
に
関

す
る
こ
と
及
び
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画

の
２
項
目
に
つ
い
て
、
事
務
局
か
ら
次
の

よ
う
な
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　
本
議
案
で
は
、
主
な
社
会
教
育
関

係
団
体
を
例
示
し
て
い
ま
す
。
ご
指

摘
い
た
だ
い
た
団
体
に
つ
き
ま
し
て

は
、「
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
」
の

中
で
協
議
し
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

事
務
局
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）

化
財
の
維
持
管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
文
化
財
の
保
護
と
管
理
に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
文
化
財
の
維
持
管
理
方
法

及
び
文
化
財
保
存
事
業
な
ど
が
異
な
る
た

め
、
合
併
時
に
再
編
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
指
定
文
化
財
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
お
い
て
継
承
し
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
に
つ
い
て
は
、

館
林
市
の
み
策
定
し
て
い
る
た
め
、
合
併

時
は
館
林
市
の
計
画
を
そ
の
ま
ま
新
市
に

適
用
し
、
合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
速
や

か
に
策
定
し
ま
す
。

２
０
０
円
の
弁
償
金
を
徴
収
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
標
識
弁
償
金
に
つ
い
て
は
、
板
倉
町
の

み
徴
収
し
て
い
る
た
め
、
板
倉
町
の
例
に

よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

委
員
か
ら
の
質
問
（
要
旨
）

　
具
体
的
な
調
整
方
針
の
中
で
、「
合

併
時
に
再
編
す
る
」
と
記
載
し
た
も

の
が
あ
り
ま
す
が
、
市
と
町
の
ど
ち

ら
の
例
を
中
心
と
す
る
の
か
な
ど
、

調
整
後
に
ど
う
な
る
の
か
不
明
で
す
。

再
編
し
た
結
果
は
示
さ
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
。



8

委
員
か
ら
の
意
見
（
要
旨
）

　本
日
の
会
議
に
出
席
し
て
い
る
女

性
幹
部
職
員
は
一
人
し
か
い
ま
せ
ん
。

女
性
を
積
極
的
に
採
用
・
育
成
す
る

な
ど
、
新
市
の
発
展
に
つ
な
げ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

《
合
併
協
議
会
を
傍
聴
で
き
ま
す
》

第
10
回
館
林
市
・
板
倉
町
合
併
協
議
会

日
時
　
１
月
24
日
㈬
　
午
後
２
時
か
ら

会
場
　
板
倉
町
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

※
会
議
資
料
は
、
事
前
に
合
併
協
議
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。
資

料
が
必
要
な
か
た
は
、
印
刷
の
う
え

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

歳
の
つ
ど
い
」
実
行
委
員
会
が
実
施
し
て

い
ま
す
が
、
板
倉
町
の
成
人
式
は
、
式
典

進
行
は
事
務
局
が
実
施
し
、
第
２
部
パ
ー

テ
ィ
ー
は
実
行
委
員
会
が
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
成
人
式
に
つ
い
て
は
、
開
催
方
法
や
運

営
な
ど
が
異
な
る
た
め
、
館
林
市
の
例
に

よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

◆
公
民
館
業
務
に
関
す
る
こ
と

　
館
林
市
は
11
館
の
公
民
館
を
運
営
し
て

お
り
、
板
倉
町
は
４
館
の
公
民
館
を
運
営

し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
公
民
館
業
務
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
業
務
内
容
や
開
館
時
間
、
休
館
日
な

ど
が
異
な
る
た
め
、
地
域
住
民
の
利
便
性

や
必
要
性
を
考
慮
し
、
合
併
時
に
再
編
し

ま
す
。

◆
青
少
年
セ
ン
タ
ー

　
館
林
市
は
、
青
少
年
の
非
行
を
防
止
し
、

健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
館
林
市
青
少

年
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
青
少
年
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
館
林

市
の
み
設
置
し
て
い
る
た
め
、
合
併
時
は

現
行
の
と
お
り
と
し
、
館
林
市
の
例
に
よ

り
合
併
後
に
統
合
し
ま
す
。

男
女
共
同
参
画
事
業
に
つ
い
て

協
議
第
34
号

→
次
回
以
降
の
審
議
事
項
と
な
り
ま
し
た

　
両
市
町
の
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
及

び
男
女
共
同
参
画
事
業
の
２
項
目
に
つ
い

て
、
事
務
局
か
ら
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ

り
ま
し
た
。

◆
成
人
式

　
館
林
市
の
成
人
式
は
、
式
典
進
行
及
び

第
２
部
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
も
に
「
二
十

◆
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

　
館
林
市
は
、
男
女
が
共
に
個
性
と
能
力

を
発
揮
し
、
い
き
い
き
と
活
躍
す
る
社
会

を
目
指
す
た
め
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計

画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
つ
い
て
は
、

館
林
市
の
み
策
定
し
て
い
る
た
め
、
合
併

時
は
館
林
市
の
計
画
を
そ
の
ま
ま
新
市
に

適
用
し
、
合
併
後
、
新
市
に
お
い
て
速
や

か
に
策
定
し
ま
す
。

◆
男
女
共
同
参
画
事
業

　
館
林
市
は
、
啓
発
講
演
会
や
人
材
育
成

セ
ミ
ナ
ー
、
情
報
紙
の
発
行
な
ど
、
男
女

共
同
参
画
に
関
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

【
具
体
的
な
調
整
内
容
】

　
男
女
共
同
参
画
事
業
に
つ
い
て
は
、
館

林
市
の
み
事
業
を
実
施
し
て
い
る
た
め
、

館
林
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
し
ま
す
。

　「
合
併
時
に
再
編
す
る
」
と
し
た

事
業
は
、
合
併
が
正
式
に
決
定
と
な

り
、
合
併
ま
で
の
準
備
期
間
を
中
心

と
し
て
具
体
的
な
調
整
を
行
い
ま
す
。

そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
合
併
協
議

会
で
報
告
し
ま
す
。

事
務
局
か
ら
の
回
答
（
要
旨
）
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「編入合併」とは
前回の合併協議会で決定した

　前回の合併協議会において、合併の基本４項目（※１）の一つとされる合併の方式が「編入
合併」に決まりました。両市町の住民生活への大きな影響はありませんが、「編入合併」を正し
く理解していただくために、ポイントを整理してお知らせします。

◆今後、新たなまちづくりの方針や住民サービスに関する協議が整いましたら、合併協議会だよりやホームページ
でお知らせするとともに、両市町において住民説明会を開催し住民の皆様からの意見や要望をお伺いします。

※１　合併の基本４項目：合併の方式、合併の期日、新市の名称、新市の事務所の位置

「合併の方式」の違いにより影響を受ける主な項目
主な項目 内　　容

新市の名称

現在、合併協議会において話し合いを進めていますが、委員からは知名度の高さや新たな
名称とした場合には、看板や標識の書き換えに多くの費用が発生するなどの理由により、「館
林市」を希望する意見が出されています。新市の名称については、今後合併協議会で決定
します。

新市の市長 館林市長が引き続き在任します。

議会議員
館林市議会議員は残りの任期まで在任します。その後、定数を変更して選挙を行います。な
お、板倉町議会議員は、任期や定数について特例がありますが、その適用方法については、
今後合併協議会で決定します。

特 別 職 館林市の特別職（各種の審議会や委員会などの委員を含む）は引き続き在任しますが、新
市において定数増などの変更が必要な場合は新たに選任します。

「
合
併
の
方
式
」
は
合
併
す
る
た
め
の
手
続
き
の
一
つ
で
す

「
編
入
合
併
」
は
、「
新
設
合
併
」
と
比
較
し
て
時
間
と
費
用

を
縮
減
す
る
こ
と
が
可
能
で
す

合
併
協
議
会
で
は
、
両
市
町
の
良
い
点
を
取
り
入
れ
た
合
併

を
目
指
し
て
い
ま
す

ポ
イ
ン
ト
１

ポ
イ
ン
ト
２

ポ
イ
ン
ト
３

　
「
合
併
の
方
式
」
は
、
あ
く
ま
で
市
町
村
が
合
併
す
る
う
え
で
決
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
合
併
の
事
務
手
続
き
の
一
つ
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

「
合
併
の
方
式
」
の
違
い
に
よ
り
大
き
く
影
響
を
受
け
る
主
な
項
目
は

下
の
表
の
と
お
り
で
す
。

　
「
合
併
の
方
式
」
の
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、「
新
設
合
併
」
を
選
択

し
た
場
合
に
は
、
両
市
町
が
な
く
な
り
、
新
市
を
一
か
ら
つ
く
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
決
め
る
こ
と
や
変
え
る
こ
と
が
数
多
く
発
生
し
、
長
い

時
間
と
多
く
の
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
「
編
入
合
併
」
を

選
択
し
た
場
合
に
は
、
一
方
の
自
治
体
を
ベ
ー
ス
に
す
る
た
め
、「
新
設

合
併
」
に
比
べ
れ
ば
、
時
間
と
費
用
を
縮
減
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
す
。

　
合
併
協
議
会
で
議
論
し
た
際
に
も
、
多
く
の
委
員
か
ら
意
見
が
あ
っ

た
の
は
こ
の
点
で
す
。

　
館
林
市
と
板
倉
町
が
同
じ
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
事
業
も

あ
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
一
方
し
か
実
施
し
て
い
な
い
事
業
、
ま
た
サ
ー
ビ

ス
に
違
い
が
あ
る
事
業
も
あ
り
ま
す
。
合
併
協
議
会
で
は
、「
合
併
の
方

式
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
市
町
の
良
い
点
を
取
り
入
れ
た
住
民
サ
ー
ビ

ス
の
調
整
を
行
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
20
年
、
30
年
後
の
財
政
運
営
を
し
っ
か
り
見
据
え
た
う
え

で
、
新
市
と
し
て
安
定
・
継
続
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
こ
と
が
何

よ
り
も
大
切
で
す
の
で
、こ
の
点
に
も
留
意
し
た
調
整
を
行
っ
て
い
ま
す
。



　130年以上の伝統を持つ初市（だるま市）が開催されます。会場には赤いだるまをはじめ、干
え

支
と

にちなんだだるま
や大小色とりどりのだるまが並び、無病息災や家内安全を願う多くの来場者でにぎわいます。
と　き：平成　年１月　日㈭午後１時～８時　分
ところ：館林市仲町から本町一丁目かごめ通り商店街までの区間

合併協議会ホームページでは、協議会の資料などを公開しています。
協議の状況や会議録を掲載していますので、ご覧ください。

また、館林市及び板倉町の公式ホームページにも両市町の広報紙をはじめ、
さまざまな情報が掲載されていますので、ご覧ください。

『館林地区消防組合消防隊出初式』
　消防関係者の士気を高めるとともに、地域住民の防火意識の高揚を図るため、館林地区消防組合消防隊出初式が行
われます。消防職員をはじめ、１市４町の消防団員などが一堂に会した会場では、鳶

とび

職組合による梯
はし

子
ご

乗り演技や和
太鼓演奏、消防団員によるカラー放水などが披露されます。
と　き：平成　年１月６日㈯午前　時から
ところ：館林市役所東広場

1030

45

『高鳥天満宮例大祭』
　高鳥天満宮で行われる最も大きなお祭りです。神楽殿では、板倉町の重要無形民俗文化財に指定されている「高鳥
天満宮の太

だい

々
だい

神
かぐ

楽
ら

」が奉納されます。午後１時　分からは、神職・総代たちが列をなして祭典に向かう「お練
ね

り」が
行われます。
と　き：平成　年２月　日㈰
ところ：高鳥天満宮（板倉町大字大高嶋 1665）

25

30

30

表紙の写真
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　板倉町民憲章（昭和 53年 9月 12 日制定第 1号）

　わたくしたちは、光と水と緑につつまれた美しい板
倉町の自然と、先人のたゆまぬ努力と英知で築かれた
歴史や伝統を後世に伝え、信頼と協調のうえに、町民
としての誇りを抱き、希望にみちた活力あふれる町づ
くりをすすめる指標として、ここに町民憲章を定めます。

一、 みどり豊かな自然を愛し美しい町をつくります

一、 きまりを守り教養を高め文化のかおる町をつく
　　ります

一、 元気で働き産業をおこし豊かな町をつくります

一、 助けあい励ましあってしあわせな町をつくります

一、 明るい家庭を中心に希望にみちた町をつくります

　館林市民憲章（昭和 45年４月１日館林市告示第 12号）

Ⅰ　前文
　わたしたち館林市民は、郷土の歴史と伝統のうえに、
お互いの信頼と協力によって、新時代にふさわしい躍
進的な大都市の実現を期待し、これに向かって、すべ
ての市民がすすんで実践する道しるべとして、ここに
この憲章を定めます。

１　わたしたちは、いつも健康で、明るい家庭をつくり
　　ましょう。
１　わたしたちは、いつも元気で働き、力をあわせて豊
　　かなまちをつくりましょう。
１　わたしたちは、いつもきまりを守り、うるわしい社　
　　会をつくりましょう。
１　わたしたちは、いつも人をうやまい、子どもやとし
　　よりのためにつくしましょう。
１　わたしたちは、いつも郷土を愛し、文化を高めましょう。

Ⅱ　憲章

『初市』

1830


